
随意契約に係る公募について（公告） 

 

次のとおり受託者を公募します。 

 

令和 ８年 ３月 １１日 

 

香川県立坂出高等学校長 

 

１ 公募に付する事項 

(１)  委託業務名    雨水処理設備保守点検業務 

(２)  委託期間    令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

(３)  委託業務の概要  別紙「雨水処理設備保守点検業務 仕様書」のとおり 

 

２ 応募資格 

次に掲げる要件を満たすものであること。 

(１)  香川県内に本社（本店）を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有しかつその長

を代理人として香川県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状を提出されている者。 

(２) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者。 

(３) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領（平成１１年香川県告示第７８７号）に基づ

く指名停止措置を現に受けていない者。 

(４) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成

１１年法律第２２５号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、次に掲げる

者は、この要件を満たすものとする。 

① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者。 

② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者。 

(５) 香川県税に滞納のない者（香川県税の納税証明書（未納のない旨の証明）を提出すること。た

だし、応募意思表明書の提出時点において競争入札参加資格者名簿に登載されている者は提出し

なくてよい。） 

(６) 当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組

織及び人員を有している者。  

(７) 技術及び設備を有し、過去５年間において当該業務の種類及び規模を同じくする業務を行った

実績がある者。 

 

３ 応募方法 

応募意思表明書（様式任意）を、香川県立坂出高等学校に持参又は郵送（期間内必着）により提出

してください。 

（受付期間）令和８年３月１１日（水）から令和８年３月１７日（火）まで（土・日曜日を除く。） 

（受付時間）８：２０～１２：０５、１３：００～１７：００ 

 

４ 選定方法 

(１) 応募意思表明書を提出した者が１者の場合は、審査の上、県が受託可能であると判断した後に単

独随意契約の方法により契約を締結します。 

(２) 応募意思表明書を提出した者が２者以上ある場合は、審査の上、県が受託可能であると判断した

者から競争見積りの方法により契約相手を選定した上、契約を締結します。 

 

５ その他 

本公募にかかる委託契約は、本契約にかかる予算が議会で可決され、令和７年４月１日以降で、当

該予算の執行が可能となったときに効力が生ずるものとします。 

 

６ 応募・照会先 

〒７６２－００３１ 坂出市文京町２丁目１－５ 

香川県立坂出高等学校 事務部 担当者：諏訪 

ＴＥＬ （０８７７）４６－５１２５ 

ＦＡＸ （０８７７）４６－５８９６ 


